郵送等による変更届等のご案内
平成20年12月から一部実施しております、大阪府知事許可に係る変更届等の郵送及び受付会場内投函ボックスによる受付につきまして、平成22年4月から、受付可能な範囲を全種類に拡大します。
　なお、受付会場内窓口での変更届等の受付も引き続き行っております。

【受付可能な届出】

・大阪府知事許可に係る「各種変更届」（全種類）
・大阪府知事許可に係る「決算変更届」

・大阪府知事許可に係る「廃業届」

・大阪府知事許可に係る「建設業に係る訂正の届出書」
【提出する書類等について】

１　変更届等提出書類一式（正本のみ）
２　完了通知用はがき（官製はがきを使用または５０円切手を貼付）

※完了通知用はがき記入例をご覧の上、必要事項をご記入ください。
※提出する変更届等が複数冊となる場合は、その冊数と同一枚数のはがきを同封してください。
３　確認書類の写し（届出事項により必要な場合あり）

※以下の事項が含まれる各種変更届には、確認書類の写しが必要となります。

ア　営業所の移転・新設（建物の権利関係の確認）

イ　経営業務の管理責任者の交替（常勤性及び経験年数の確認）

ウ　専任技術者の交替・追加（常勤性及び実務経験の確認）

エ　専任技術者の担当業種の追加（実務経験の確認）

オ　建設業法施行令第３条に規定する使用人の交替・追加（常勤性及び業務権限の確認）

カ　国家資格者・監理技術者の追加・資格の追加（実務経験の確認）

４　代理人委任状（代理人による届出の場合）
注１）変更届等表紙の「担当者・申請代理人の氏名及び電話」欄は、必ず記載してください。
注２）変更届等提出書類一式を正本・副本とも送付される場合は、完了通知用はがきに代えて、書留郵送分の切手を貼付し返信先を記入した角型２号封筒を同封してください。

注３）確認書類の写しは手続き完了後に大阪府で廃棄処分としますが、返送を希望される場合は、書留郵送分の切手を貼付し返信先を記入した封筒（確認書類の写しがＡ４用紙で５枚までなら定型、６枚以上は定形外）を同封してください。

【郵送先等】

＜郵送先＞
郵便番号　５５９－８５５５
住　　所　大阪市住之江区南港北１－１４－１６ 大阪府咲洲庁舎１階
あ て 先　大阪府 住宅まちづくり部 建築振興課
　　　　　　建設業許可グループ内　株式会社メディカルアソシア　変更届担当 宛
　　　　　　※郵送につきましては、必ず一般書留または簡易書留でお送りください。
＜投函先＞
受付会場内に設置する専用の投函ボックス（受付入口の発券機横）

※提出書類は必ず封筒などに入れ、「変更届在中」と記載の上、のり付けなど封をして提出してください。

【受付後の処理】

郵送及び投函ボックスによる変更届等の受付後は、提出書類の形式及び許可要件のチェックを行った上で、完了通知はがきを返送します（正本・副本とも送付された場合は副本を返送します）。
　返送された完了通知はがきは、当該変更届等の副本に貼付して保存してください。

【不備または不足がある場合】

提出書類に不備または不足がある場合は、届出者又は代理人に連絡します。不足事項等が解消された後、完了通知はがきを返送します（正本・副本とも送付された場合は副本を返送します）。

【変更届等の郵送等に関するお問合せ先】

大阪府咲洲庁舎１階　建設業受付会場内相談コーナー
　電話番号：06-6941-0351(代表) 内線3089・3090　又は　06-6944-9344

【完了通知用はがきの記載例】
（表面）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（裏面）
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【変更届等受付の流れ】
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完了通知はがきを副本に貼付して保管
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○許可番号


　大阪府知事許可（般･特－　　）第　　　　　号





○商号又は名称





○担当者又は申請代理人





○届出事項


・決算変更届


（事業年度：平成　年　月～平成　年　月）


・各種変更届


（１商号・名称　２営業所　３資本金　４法人役員　4-2法人代表者　５個人氏名　６支配人　７令第３条の使用人　８専任技術者　９経営業務の管理責任者　10国家資格者　11全部廃業　11-2一部廃業）


・建設業に係る訂正の届出書








